
３．議会関係

（７）地方公共団体の議会の解散等に関する調　（令和５年４月１日　から　令和７年３月３１日　まで）

　　①　都道府県分　　＜該当なし＞

　　②　市区町村分

特例法により
解散したもの

特例法による
解散議案を

否決したもの

特例法による
解散議案が
審議未了に
なったもの

宮城県 岩沼市 ○
県議会議員選挙と同日に執行できるようにするため
解散しようとした。

秋田県 鹿角市 ○ R7.2.5
長としての資質を欠いていることを理由に議会が市
長不信任を議決し、市長が議会を解散した。

18 17

岐阜県 海津市 ○ R7.3.21
市議会選挙と市長選挙を同時に実施することを目的
として議会の解散決議が議員より提出され、その議
決により、議会が解散した。

15 15

三重県 伊賀市 ○ R6.10.15
令和6年11月執行の市長選挙に併せて同時施行でき
るよう議会を自主解散した。

22 22

大阪府 岸和田市 ○ R6.12.24
市長の一連の報道等により市政運営に混乱を招いた
ことを理由に議会が市長不信任を議決し、市長が議
会を解散した。

24 24

愛媛県 八幡浜市 ○

市議会議員選挙は市長選挙より約４か月遅れて執行
予定であるが、住民から市長・市議会議員同時選挙
の要望があること、議員から同時選挙実施による経
費削減、投票率向上が期待できること等の意見があ
り、同時選挙実施についてを検討する特別委員会で
協議し、特別委員会から特例法による解散決議案を
上程したが、否決された。（令和７年３月２１日否
決）

宮崎県 川南町 ○ R7.2.9
議会の機能不全を理由に議会解散請求が行われ、住
民投票で過半数の同意があり解散した。

13 13
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